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企画競争実施の公示 

 

令和８年２月２０日 

 

                      近畿地方整備局滋賀国道事務所長 

                            田﨑 祥二 

 

 次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

 

１．業務概要 

(1)業 務 名   Ｒ８滋賀国道事務所技術資料データ整理業務 

(2)業務内容   

   本業務は、滋賀国道事務所が発注する土木関係建設コンサルタント業務、測量、地

質調査業務、補償関係コンサルタント業務および建築関係建設コンサルタント業務に

おいて、入札参加予定者から提出があった資料および発注者が貸与する資料（「測量

調査設計業務実績データ」等）に基づき、審査様式へ応募者データの入力作業を行う

ものである。又、業務発注資料の作成を行うものである。 

(3)履行期限  令和９年３月３１日 

 

２．企画競争参加資格要件 

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該

当しない者であること。 

(2) 令和７・８・９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

近畿地域の競争参加資格を有すること。 

(3) 企画提案書等の受領期限の日から見積の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名

停止を受けていないこと。 

(4) 技術者等に関する要件 

１）配置予定技術者等（以下「主たる担当者」という。）については、下記のいずれ

かの資格を有すること。 

技術士（総合技術監理部門、建設部門） 

RCCM 

一級土木施工管理技士 

２）主たる担当者については、下記に示される同種又は類似業務等について、平成２

７年度以降に完了した業務（再委託による業務実績は含まない。令和７年度完了予

定の業務を含む。）において１件以上の実績を有すること。 

同種業務：工事又は業務発注資料の作成及び技術提案資料の整理業務 

類似業務：土木工事に関する発注者支援業務又は行政事務補助業務 

３）主たる担当者は、他業務の主たる担当者を兼務することが出来るが、兼務する場
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合は、公示日現在の上記２．(1)④に示す同種又は類似業務（国土交通省以外の発注

者（民間、国内外を問わない）を含む）のうち、契約金額が５００万円以上の業務

の全ての手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。また、手持

ち業務が複数年契約の業務である場合は、当該年度の履行高予定額（年割額）とす

る。）は、５億円未満かつ１０件以下であること。 

(5) 業務執行体制に関する要件 

本業務の履行期間中に工期がある滋賀国道事務所の発注する測量、土木関係建設コン

サルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築関係建設コンサ

ルタント業務（以下、「建設コンサルタント等業務」という。）に関する業務（以下「発

注業務」という。）に参加している者及びその発注業務に参加している者と資本面・人

事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。 

「発注業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請けをしてい

ることをいう。ただし、本業務の契約日までに下請け契約が終了している場合は、本業

務の入札に参加できるものとする。 

「資本面・人事面で関係がある」とは、次の１）又は２）に該当するものをいう。 

１）一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有 

し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合。 

２）一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねて 

いる場合。 

(6) 業務実績に関する要件 

下記に示される同種又は類似業務等について、平成２７年度以降に完了した業務（再 

委託による業務実績は含まない。令和７年度完了予定の業務を含む。）において１件以

上の実績を有すること。 

    同種業務：工事又は業務発注資料の作成及び技術提案資料の整理業務 

    類似業務：土木工事に関する発注者支援業務又は行政事務補助業務 

(7) 滋賀国道事務所長から企画競争実施にかかる説明書の交付を受けた者であること。 

(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申し立てがなされている者（「競争参加者の資格に関する公示に基

づく「会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続」

を行った者を除く。）でないこと。 

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国

土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでな

いこと。 

 

３．手続等 

(1) 担当部局    

〒５２０－０８０３ 滋賀県大津市竜が丘４番５号 

 国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 経理課 専門員 

  電話   ０７７－５２３－１７４２ 

  E-mail  kkr-ekimu-32@gxb.mlit.go.jp 
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(2) 説明書の交付期間、場所及び方法 

期間：令和８年２月２０日から令和８年３月５日までの土曜日、日曜日、祝日及び

年末年始休暇を除く毎日、９時００分から１６時００分まで 

    場所：３．(1)に同じ。 

    方法：原則として電子メールにて交付を行う。 

             電子メールに説明書交付申請書（別紙）を添付し提出すること（着信を確 

     認すること）。 

             また、電子メールの件名に「業務名」を記載すること。 

(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

     期限：令和８年３月６日１６時００分 

    場所：３．(1)に同じ。 

    方法：原則として電子メールにより企画提案書を添付し提出すること。なお、押印

を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載する

こと。 

            また、電子メールの件名に「業務名」を記載し、着信を確認すること。 

(4) 企画提案に関するヒアリングの有無  無 

   

４．その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 関連情報を入手するための照会窓口 ３．(1)に同じ。 

(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者側の負担とする。 

(4) 提出された企画提案書は、当該提出者に無断で２次的な使用は行わない。 

(5) 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を

行った提出者に対して指名停止を行うことがある。 

(6)  特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求が 

あった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

(7)  提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであ 

るが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではな

い。 

(8) その他の詳細は説明書による。 
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別紙 

説明書交付申請書（兼：受領書） 

 

近畿地方整備局 

 滋賀国道事務所長  田﨑 祥二   宛 

 

下記件名の説明書を交付願います。 

※資料の交付を申請する場合は、本紙を< kkr-ekimu-32@gxb.mlit.go.jp >までメールで 

 送付してください。 

 

 件   名： Ｒ８滋賀国道事務所技術資料データ整理業務 

 

 

  会 社 名：                                

 

  担当者氏名：                                

 

  電 話 番 号：                                

 

 メールアドレス：                              

 

 

  ※メールにて交付資料を受領されましたら、 

 「その旨メールをご返信いただくか」または 

 「本紙に受領年月日を記入のうえメールでご返信ください」 

  

 

  受領年月日      令和    年    月    日        

 


